
福岡アジア美術館 １Fエントランス 2画面デジタルビジョン

福岡アジア美術館 １Fエントランスにあるデジタルビジョンに動画/画像を放映するもの

展覧会の開幕日から最終日まで。

●福岡アジア美術館 １Fエントランス 2画面デジタルビジョン

※1枠あたり１分以内の動画、もしくは任意の画像を連続して放映します。

※１枠申込みにより、2画面に同じ内容を表示します。

　音声出力可。2画面それぞれで異なる内容の放映はできません。

(1)

(2) 当館が発行する納付書により，指定する日までに一括払していただきます。

(3)

(4)

◆広告の規格 55型モニター2点/１枠１分以内/音声あり

サイズ不問・画面比率は16:9

データサイズ不問

 【※1】 同比率でない場合，自動で拡大･縮小されるためイメージが変わる可能性があります

MP4（動画）もしくは JPG（画像）。

セールス

ポイント

　福岡アジア美術館は，世界で唯一のアジアの近現代美術の専門館として、２０１９年で開

館２０周年を迎えました。都心部の地下鉄の駅に直結し，「博多旧市街」の回遊ルートにも

位置する利便性を有しています。２０１８年に設置した「インスタ映えする壁画」や「約１

万冊もの本が読めるアートカフェ」が人気で、多くの方々にご利用いただいています。（２

０１９年度：２２万５千人）海外のガイドブックでも紹介されており（Michelin Travel英語

版ウェブサイトで福岡市内で唯一の２つ星），常設展観覧者のうち約１６．７％は外国人観

光客です。

　１Fエントランスは年間利用者が３８０万人を超える複合商業施設、博多リバレインの共

用部分となっており、博多リバレインに入居する様々な施設・店舗の利用者や、リバレイン

オフィス勤務者など、多くの人々が行きかう場所となっております。福岡アジア美術館来館

者の方はもちろん、博多区近郊に勤務の方や買い物客、地下鉄利用者などに幅広くアピール

することのできる好立地となっております。

お申し込み後に途中で放映を取り止められた場合でも，既にお支払い済みの掲載料

は返還できませんのでご了承ください。

当館の休館等により放映が停止する期間は，放映期間に含むものとみなします。

福岡アジア美術館 １Fエントランス デジタルビジョン広告掲載のご案内

福岡アジア美術館では，美術館エントランスの2画面デジタルビジョンに、オプションとして広告

の放映をご案内しております。下記をご覧いただき，ぜひご利用くださいませ。

オプション広告の概要（2021年度）

名称

募集内容

広告掲載期間
　※展覧会開幕前(設営期間中など)からのご利用は，別途ご相談ください。

広告掲載の

位置・枠数

掲載料の

お支払い

１つの展覧会について，１月（３０日）あたり税込 30,000円。※日割の場合は，

１日あたり1,000円として計算する。

表示サイズ

入稿データの

容量，ｻｲｽﾞ

データ形式



◆オプション広告掲載の条件

◆申込みについて

(1)「広告掲載申込書」を，掲載開始の約１ヶ月前までにご提出いただきます。【※2】

(2)当館で広告内容を審査し，主催者へ「掲載決定書」「承諾書」を交付します。

(3)当館へ「承諾書」を提出していただき【契約成立】となります。

(4)広告データを，掲載開始の約10日前までにご提出ください。【※2】

(5)後日お渡しする納付書により，掲載料を一括でお支払いいただきます。

【※2】期限に間に合わない可能性がある場合は，事前にご相談ください。

福岡アジア美術館運営課　石橋，池田

TEL:092-263-1100 FAX:092-263-1105

メールアドレス： faam-unei.EPB@city.fukuoka.lg.jp

・展覧会を主催される方であること。

・福岡市広告事業実施要領第10に該当しないものであること。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条

　第二号に規定する暴力団（以下、第三号において「暴力団」という。）又は暴力団員

　による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員（以下、

　「暴力団員」という。）に該当しないものであること，又，これらと密接な関係を有

　するものに該当しないものであること。

申込みの

流れ

申込み先

広告掲載

の規制等

(1)福岡市広告事業実施要綱及び同要領での規制業種または事業者。

(2)その他、当館及び本市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそ

　れのある業種及び事業者については，掲載不可とする場合もあります。

掲載内容

(1)福岡市広告事業実施要綱及び同要領並びに福岡市ネット広告表現ガイドラインを遵

　守していること。

(2)当該展覧会期中に、福岡アジア美術館内で実施されるイベント、物販、展示等につ

　いての内容であること。

(3)各種法令に違反していないこと。法令に違反していると誤解を招くおそれのある表

　現をしているものは修正を依頼することがあります。

申込み

頂ける

対象者


